
春監公表第１２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき令

和７年度財務監査（事務監査）の結果（令和８年１月２８日付け春監公表第４

号）に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項並びに春日市監査基準（令

和２年３月監査委員告示第２号）第２４条第２項及び同条第４項において準用す

る第２３条第３項の規定により当該措置の内容を公表する。

令和８年４月１３日

春日市監査委員 松 尾 英 二

同 原 克 巳



令和７年度財務監査（事務監査）措置状況報告

【協働推進部、農業委員会事務局】

１ 文化スポーツ課（スポーツ担当）

監査の結果 措置の内容

春日市スポーツ施設（総合スポーツセ

ンター及び西野球場）指定管理業務に

係る支出負担行為額の増額について、

起案文書による副市長決裁が必要です

が、財務会計システムを使用し課長決

裁によって処理されていました。支出

負担行為額の変更手続は、当初金額か

ら増額する場合と減額する場合で異な

り、増額の場合は当初の支出負担行為

の手続に準じて行う必要があります。

春日市スポーツ施設（総合スポーツセ

ンター及び西野球場）の指定管理業務

委託料に係る変更支出負担行為（増

額）について、財務会計システム上で

課長決裁を行っていました。しかし、

当該委託料は変更前後ともに 400 万円

を超えており、財務規則及び事務決裁

規程に基づき、起案文書により副市長

決裁を受ける必要があることを確認し

ました。

変更支出負担行為に係る決裁権限の確

認が不十分であり、財務会計システム

上の決裁区分のみで処理してしまった

ことによるものでした。

当該変更支出負担行為については、改

めて起案文書を作成し、副市長決裁を

受けることで適正な手続による処理を

行います。なお、決裁権限の誤りによ

る財政上のリスクは生じていないこと

を確認しています。

本件は、支出負担行為に係る決裁権限

について、決裁者において確認が十分

でなかったことにより、誤った決裁区

分で処理されたものであることを踏ま

え、今後は決裁審査に際し、財務規則

及び事務決裁規程に基づく決裁権限の

確認を徹底し適正な決裁手続の徹底を

図ります。

大会等参加補助金について、大会等に

参加することにつき関係団体などから

別に支給される補助金（以下「他団体

補助金」という。）がある場合の算定

方法が大会等参加補助金交付要綱に定

める算定方法と相違しており、過少交

付や交付すべきものが不交付となって

いるものがありました。他団体補助金

がある場合は、参加費用から他団体補

他団体からの補助金がある場合の控除

について、要綱第３条第２項に基づき

「補助対象経費」から控除すべきとこ

ろ、要綱第４条第１項により算定した

「補助金の額」から控除していたこと

を確認しました。また、この誤った算

定方法により過少交付となっていた案

件（430 号、456 号、477 号）及び不交

付となっていた案件（591 号）があっ



助金を控除したものを「補助対象経

費」とする必要がありますが、参加費

用全額を補助対象経費とした上で算出

した補助金額（上限額適用）から他団

体補助金を控除した結果によって補助

金の交付又は不交付の決定が行われて

いました。

たことを確認しました。

補助金額算定における控除の位置づけ

（補助対象経費から控除すべき点）に

ついて、決裁者において要綱の規定の

理解が不十分であったこと、また算定

手順が明確に文書化されていなかった

ことによるものでした。

過少交付となっていた案件（430 号、

456 号、477 号）については、補助対

象経費の再算定を行い、正しい補助金

額との差額を追加交付します。不交付

となっていた案件（591 号）について

も、補助対象経費を正しく算定し、補

助金の交付決定を行います。

補助金算定に係る控除の取扱いを明確

化するため、補助金交付要綱の該当条

項に基づく算定手順を整理し、事務マ

ニュアルに反映します。また、令和８

年２月末までに、申請受付から交付決

定までのチェックリストを導入し、控

除の位置づけを含む算定手順を複数名

で確認する体制に変更し、今後は、要

綱に基づく適正な算定を確実に行いま

す。


